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ｅ 
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用

す
る
場
合
、
事
前
に
電
子

証
明
書
の
取
得
が
必
要
で
す
。
確
定

申
告
直
前
に
な
る
と
窓
口
が
た
い
へ

ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
電
子
証
明
書
発
行
を
希
望
す
る
人
は
、

市
民
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

持
っ
て
く
る
も
の
　
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
 

※
顔
写
真
な
し
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
場
合
は
、
本
人
を
確
認
で
き
る

証
明
書
も
必
要
で
す
。
 

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
人
は
、
カ
ー
ド
交
付
を
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
カ
ー
ド
の
交
付
に

は
申
請
し
て
数
日
か
か
り
ま
す
。
た

だ
し
、
本
人
を
確
認
で
き
る
証
明
書

が
あ
れ
ば
即
日
交
付
し
ま
す
。
 

本
人
を
確
認
で
き
る
証
明
書
　
官
公

署
発
行
の
顔
写
真
付
き
の
も
の

（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
）
で
有
効
期
限
内
の
も
の
 

受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
 

※
12
月
11
日
⑥
・
28
日
②
は
、
電
子

証
明
書
に
関
す
る
す
べ
て
の
手
続
き

が
で
き
ま
せ
ん
。
 

手
数
料
　
◇
電
子
証
明
書
　
５
０
０

円
◇
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
　

５
０
０
円
 

問
い
合
わ
せ
先
 

市
民
課
受
付
担
当
 

!
（
５
８
０
）
１
８
４
２
 

 

北 
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵

害
問
題
に
つ
い
て
、
国
際

社
会
と
連
携
し
つ
つ
、
そ

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
抑
止
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
18
年
６
月

に
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す

る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

法
律
で
は
、
12
月
10
日
〜
16
日
を
「
北

朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
と
定

め
て
い
ま
す
。
 

　
国
民
的
課
題
で
あ
る
拉
致
問
題
の
解

決
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に
よ

る
人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
、
関
心
と

認
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
 

　
市
で
は
、
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て

パ
ネ
ル
展
を
行
い
ま
す
。
無
料
で
す
の

で
、
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
 

パ
ネ
ル
展
 

期
間
　
12
月
11
日
⑥
〜
16
日
④
 

会
場
　
ま
ど
か
ぴ
あ
 
ギ
ャ
ラ
リ
ー

モ
ー
ル
 

問
い
合
わ
せ
先
 

人
権
女
性
政
策
課
 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
担
当
 

!
（
５
８
０
）
１
８
４
０
  

 

ｅ‐Ｔａｘを利用するための電子証明書の取得を希望する人は早めの手続きを 

平成21年度　北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

今 
月
は
「
し
め
飾
り
を
作
ろ
う
」

で
す
。
 

　
年
末
に
な
る
と
、
し
め

飾
り
や
鏡
餅
、
門
松
を
飾
っ
て
、
新
年

を
迎
え
る
準
備
を
し
ま
す
。
 

　
正
月
は
、
歳
神
と
い
う
、
豊
作
の
神

ま
た
は
家
の
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め

大
切
な
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
正
月
に
掛
け
る
し
め

飾
り
は
、
神
の
依
代
や
新
年
の
幸
せ
を

呼
び
込
む
も
の
と
考
え
ら
れ
、
家
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
に
飾
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
、
鏡
餅
や
門
松
に
も
そ
れ
ぞ
れ

意
味
が
あ
り
ま
す
。
 

　
自
分
で
し
め
飾
り
を
作
っ
て
、
お
正

月
を
迎
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
 

日
時
　
12
月
19
日
⑦
・
20
日
①
　
午
後

１
時
〜
 

定
員
　
各
15
人
（
先
着
順
）
 
 

参
加
費
　
50
円
（
材
料
代
）
 

申
込
期
間
　
12
月
３
日
⑤
〜
17
日
⑤
 

※
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
が
、
し
め
飾

り
作
り
は
、
力
の
い
る
作
業
で
す
。
小

学
３
年
生
以
下
の
子
ど
も
が
参
加
す
る

場
合
は
、
必
ず
保
護
者
が
付
き
添
っ
て

く
だ
さ
い
。
 

会
場
・
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先
 

歴
史
資
料
展
示
室
〔
市
役
所
新
館

３
階
〕
 !
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平 
成
22
年
４
月
か
ら
、
次
の

と
お
り
節
水
要
綱
の
一
部

を
改
正
し
ま
す
。
 

改
正
の
背
景
 

◇
海
水
淡
水
化
事
業
や
さ
ま
ざ
ま
な

水
源
開
発
の
取
り
組
み
に
よ
り
、

将
来
に
わ
た
る
水
源
の
安
定
確
保

の
見
通
し
が
立
っ
て
き
ま
し
た
。
 

◇
節
水
意
識
の
浸
透
や
節
水
型
機
器

の
普
及
に
よ
り
、
一
日
一
人
平
均

給
水
量
が
、
ピ
ー
ク
時
か
ら
約
29

リ
ッ
ト
ル
（
約
11
％
）
減
少
し
て

い
ま
す
。
（
平
成
４
年
度
と
20
年

度
の
実
績
比
較
）
 

改
正
の
主
な
内
容
 

◇
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
に
対
し

て
行
わ
れ
て
き
た
節
水
設
備
の
設

置
に
関
す
る
義
務
的
な
要
請
は
行

わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
（
自
主
的

な
設
置
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
）
 

◇
節
水
計
画
書
の
提
出
や
検
査
の
受

検
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
 

◇
節
水
設
備
を
設
置
し
た
建
築
主
な

ど
に
対
す
る
加
入
金
の
一
部
還
付

が
な
く
な
り
ま
す
。
 

今
後
の
節
水
の
取
組
み
 

　
貴
重
な
水
資
源
を
無
駄
に
せ
ず
、
大
切

に
活
用
し
て
い
く
た
め
、
市
で
は
節
水
意

識
の
啓
発
活
動
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
節
水
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
先
 

水
道
課
給
水
設
備
担
当
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１
９
２
８
 

 

12月のふれあい歴史体験 

節水要綱を改正します 

市役所からのお知らせ 
-

か
ど
ま
つ
 

と
し
が
み
 

よ
り
し
ろ
 


